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《書評論文》

　「それは理想主義的だ。」日常的な感覚からす
れば、大抵は褒め言葉ではない。実証的な社会
科学にとっても、現実的な条件を度外視した結
果、与えられる説明が対象の実際のあり方から
かけ離れることは望ましくないであろう。だが、
規範的な政治哲学においては、現実と(ときに
大きく)異なる理想的な社会の条件が探究され
てきた。マキャヴェッリのように理想的な前提
や目標を忌避する立場も当然ある。とはいえ、
それらも現実に何らかの変革を迫る以上、まっ
たくの現状肯定ではあり得ない。しかし、理想
を提示する理論の価値や役割を問い直す議論は

「理想理論/非理想理論」論争などと呼ばれ、近
年急速に蓄積が進んでいる。『ユートポフォビ
ア』にて、デイヴィッド・エストランドはそう
した「メタ政治哲学」的課題に取り組み、政治
哲学がいかなる意味で理想的な原理を探究すべ
きかを考察している。本論は、この根本的かつ
困難な問いに対する本書の議論(第Ⅰ～Ⅴ部)を
整理した上で、その問題点を指摘する。

Ⅰ．概要
　本書の最も重要な主張は以下の一節に集約さ
れる。

【理想の擁護】
　 社会正義の理論や構想が、今までのどんな社

会によっても満たされる見込みがほとんどあ
るいは全く無い、高い基準を設定するとして
も、それはその理論や構想における欠陥では

ない。そのような理論はそれでも真でありう
る。(p. 26⑴)

　一見この主張は、認め難いほどにユートピア
主義的な改革を要請するもののように思われる。
だが、そうではない。第Ⅰ部で導入される用語
の定義は重要である。ここでの「高い基準を設
定する」理論とは、「全ての人は平等な権利を
持つべきだ」とか「政府は民主的に権威づけら
れるべきだ」のような「原理」についての理論
を指す。こうした原理と、具体的な改革の「提
案」とは明確に区別される。ここで擁護される
のは、あくまで原理についての理想主義
(Principle Idealism)であり、提案が現実主義的
(Proposal Realism)であるべきなのは当然であ
る(p. 40)。また、本書は特定の正義原理の構想
を擁護するのではない(p. 11)。専ら、理想的な
正義原理一般への批判に対する精緻な反論が展
開される。
　第Ⅱ部では次の主張が反駁される。

【人間本性による制約】
人間本性とそれが伴う動機づけの欠如のために
満たされないであろう事柄を要求するという点
で人間本性を無視した基準や要求を課す規範的
政治理論には欠陥があり、よって誤っている。
(p. 87)

　多くの思想家はこの動機づけに関する制約を
所与としているが、本書はこれに反対する
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(pp. 87-89)。とはいえ、本書が能力的に不可能
な要求を課す原理を支持するのではない点は注
意すべきである。「当為は可能を含意する」と
いう周知の原則は破られない(p. 27)。私が空を
飛ぶことは能力的に不可能なため、私が空を飛
ぶべきだという要求は認められない。ただし、
ここでの「不可能」の意味は通常の理解よりず
っと限定的である。ある行為が不可能だ(can’t)
ということは、それをする見込みがない(will 
not)ということではない。例えば、ある教授が
講義中に滑稽なダンスをする見込みはほぼゼロ
だが、それは教授がそのダンスを(能力的に)で
きないからではない(p. 27)。さらに、ある行為
ができないのは、動機づけの欠如によって自分
自身を行為する気にさせられない
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(can’t will)と
いうこととも異なる(p. 91)。そしてこれらの区
別は、議論の対象を社会の全成員に広げても同
様である。一部の正当化・免責可能な例外はあ
るとしても、動機づけの欠如による見込みの無
さを根拠に、原理において「可能」なことの上
限が低く見積もられるべきではない。
　単に歴史的・社会的偶然性を捨象するのでは
なく、道徳的に悪い事実(bad facts)による制約
を拒むような社会正義の原理が、第Ⅲ部では

「最上正義」(prime justice)として定式化される。
ここでの問題は「条件/譲歩のジレンマ」であ
る。道徳的に悪い事実に譲歩して選ばれた原理
は譲歩的であり不正義を含みうる一方、「もし
悪い事実が存在しないならば、( ～すべき)」と
条件付きで示される原理は、条件から外れた非
理想的社会に対して何の要求も課せないという
ジレンマがある。だが、最上正義は個人の道徳
的欠陥に譲歩せず望ましい社会構造を無条件に
要求するため、このジレンマは乗り越えられる
(pp. 189-190)。遵守を欠く非理想的社会におい
ても最上正義が「要求されている」ことは何ら
変わらない。そのため最上正義は、「社会構造
に関するものだけではなく、あらゆる道徳的基

準に関連する領域での全ての行為者の(連言的
な)遵守を要求する」、いわば「全域最上要求」
(global prime requirement)の一部である(p. 196)。
　しかし、最上正義を含む全域最上要求のアイ
デアは「誰に義務があるか？」という難題を招
く(p. 208)。そのため、第Ⅳ部では複数の行為
者と義務の関係が検討される。あらゆる行為者
が(ともに)ある行為Xをすることを要求するこ
とは、その中の特定の個人がXをすべきだとい
う要求を必ずしも伴わない。この点は重要であ
る。AとBの２名がともに
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Xするならば実現さ
れる道徳的善さがあり、よって「AとBはXす
べきだ」が真だとしよう。だが、もしBがXし
ないことが明らかな場合、それでもなおAがX
すべきだとは言えない。すなわち、「(AかつB)
がXすべきだ」は「(AがXすべき)かつ(BがXす
べき)」を含意しない。義務に分配法則は成り
立たないのである(p. 234)。よって、最上正義
の要求は「『AとBが行為Xをする』ということ
があるべきだ」という「複数形要求」(plural 
requirement)の形をとる(p. 231)。これは「Bが
Xするならば、AもXすべきだ」(逆も然り)とい
うことは含意するが、BがXしない場合にAの
義務を直接特定するものではない⑵。
　そうなると、遵守の見込めない非理想的世界
に生きる我々にとって理想の価値とは何か。第
Ⅴ部では、規範理論が実践的価値を持たないな
らば無用だとする「実践主義」(practicalism)の
乗り越えが試みられる。歴史を顧みれば、社会
正義の理想がかつては信じられなかった道徳的
進歩をもたらすという点で実践的価値を持つこ
とはあり得る(p. 260)。だが、原理の要求事項
を部分的に実現することに常に実践的価値があ
るとする楽観的な推論は、「近似の誤謬」
(fallacy of approximation)として退けられる。
喩えると、３つ同時に飲むべき薬のうち１つだ
けを飲むことは全く飲まないより常に良いとは
言えず、むしろ害を被る可能性すらあるのと同
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様である(p. 274)。また、ジョン・ロールズの
『正義論』における正義の諸原理は、その内の
「平等な自由原理」が満たされないならば、そ
の他の「格差原理」や「機会平等原理」を満た
してもより公正になるとは言えない。有名な
(辞書的)優先性は、近似の誤謬の論理を理論化
する一つの方法である(pp. 281-282)。理想的原
理からの逸脱(=非充足)によって生じた価値の
欠損を相殺するには、むしろ原理の(当初の)要
求 事 項 か ら の さ ら な る
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逸 脱(相 殺 的 逸 脱: 
countervailing deviation)が望ましい場合さえあ
る(p. 290)。こうした議論を経て本書が辿り着
くのは、理想の非実践的価値の擁護である。哲
学的知識の提供を受けつつ社会正義への関心を
抱くことには内在的な(非実践的)道徳的価値が
ある(pp. 317-318)。この洞察が正しければ【理
想の擁護】は改めて裏付けられることになる。

Ⅱ．批判的検討
　冒頭で述べたように、本書は理想理論/非理
想理論の論争にとって示唆深い。そもそも理想
理論/非理想理論という枠組みは、ロールズの

『正義論』に由来する。『正義論』の大部分は、
社会の成員が正義原理を遵守する理想状態を扱
う理論(理想理論)に捧げられている。ロールズ
が理想理論から始めるのは、それが「より喫緊
の諸問題を体系的に把握するための唯一の基
盤」を提供すると考えたからである(Rawls 
[1999])。一方、アマルティア・センらは理想理
論が不要である、または特定の価値に偏重する
などとして、より現実的な条件や選択肢に焦点
を合わせた非理想理論のみを擁護した(Sen 
[2009], Mills [2005])⑶。そのため従来の主な争点
は、理想理論が実践的に有用か否かであった。
　本書は、理想の実践的価値を自明視しない点
で理想理論の支持者の多くとは一線を画す。確
かに、理想の非実践的価値に目を向けるという
結論は興味深い。しかし、それゆえに理想の実

践的価値に対する評価が不十分ではないか。本
論の残りではこの懸念に焦点を絞る。主な検討
対象は第Ⅴ部だが、指摘する問題は本書全体に
関係する。
　すでに見たように、本書は理想的原理の部分
的実現に実践的価値の根拠を見出す推論を近似
の誤謬とした。これは理想の実践的価値を重く
見る立場からすると古典的だが厄介な問題であ
る。すぐに思いつく応答はこうである。「近似
の誤謬は、あらゆる近似に価値があるわけでは
ないとする点で正しいが、あらゆる近似に価値
が無いわけでもないのだから、近似の成功例に
注目すべきだ。」だがこれは核心的でない。本
書でも個々の近似が独立に価値を持つ可能性は
全く否定されていないからである(p. 275)。 
　問題は、本書が理想的原理と価値評価尺度を
明確に区別しないことで、現実的な比較評価に
おける理想の実践的価値を過小評価している点
である。確かに、理論の価値を社会変革の選択
における実践的役割に求め、かつ、比較ができ
れば合理的選択にとって十分だとする立場にと
っても、理想的原理の示す正/不正の区別が不
可欠であるという点は本書でも示されている。
正/不正区分を欠いた比較は、(奴隷制が不正だ
とすら言えず)無意味なものにならざるを得な
いためである(pp. 263-264)。だが、これはあく
まで消極的な論証である。なぜなら、正/不正
区分が比較評価の必要条件だとしても、(以下
で見るように)原理それ自体では豊かな比較を
行えないならば、理想的原理の理解によってこ
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そ
4

適切な比較の実践が可能になる、とまでは言
えないためである。 
　さらに本書では、近似や相殺的逸脱を考える
上で理想的原理を理解する意義は、原理内の特
定の要素の価値が他の要素に依存するか否かを
知る点にあるとされる(pp. 294-295)。理想的原
理への近似によって得られる部分的要素が、理
想において他の要素に依存せず独立した価値を
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有するならば、その近似は価値の向上を伴うと
言える。だが、この議論からはそれ以上の積極
的な意義は導かれないため、やはり理想的原理
が比較評価一般に通用するとは言い難い。
　こうした限界は、本書の最上正義の理解によ
るところが大きい。最上正義原理自体が社会に
下す評価は、本来「二値的」(binary)なものに
ならざるを得ない。なぜなら、その要求が満た
されない非理想的状況に対する評価を、原理の
要求事項の部分的充足(=近似)の「程度」によ
って与えることはできないからである。そのた
め、原理が提示する「高い基準を理解すること
は、基準が十全に満たされない場合の価値序列

4 4

を理解するために有用ではない」(p. 279、傍点
は筆者)。よって、最上正義原理自体が与える
評価が原理の「充足or非充足」という0/1判定
以上のものだと考える強い理由は無い。
　だが、こうした二値判定は困難に直面する。
近似の誤謬や相殺的逸脱の議論は、非二値的な
評価を要請するからである。二値判定において、
理想的原理への部分的近似はいずれにせよ等し
く非充足であり、価値的に改善とも悪化とも言
えない。一方、近似はときに「大惨事」
(disaster)を招くともされる(p. 281)。原理の要
求事項のうち、制度的要素のみを個人の「動機
や振る舞い抜きに」実現するならば、大惨事に
なりうる(p. 150)。これが近似の前より価値的
に悪い(そうでなければ大惨事とは言うまい)な
らば、これは非理想的社会への価値評価が、実
は本書においても充足/非充足の二択より豊か
なものであることを示している。じっさい、

「不正のカテゴリー内に序列がある可能性」は
許容されている(p. 360)。だが、その序列をい
かにして知ることができるのかは明らかではな
い。次のような問題を考えてみよう。

【価値評価のトリレンマ】
　１． 社会に対する、正義理論の観点から見た

価値評価は、最上正義原理のみに依拠す
る。

　２． 最上正義原理の構造に依拠した価値評価
は、充足/非充足の二値判定だけである。

　３． あらゆる非理想的社会に対する、正義理
論の観点から見た価値評価は等しくない。

　これら３つは同時に成り立たない。(1)と(2)
を受け入れると、非理想的社会に対する価値評
価は等しく非充足となり、(3)に反する。このト
リレンマを解消するには、少なくとも(1)̃(3)の
いずれかを放棄あるいは緩和する必要があ
る⑷。 
　一つの方法として、二値判定しかできない原
理自体と、原理の充足により実現される価値の
評価尺度を理論上は区別することで、(1)を緩和
することが考えられる⑸。ここでは価値評価尺
度を「しかじかの価値がより実現された社会は、
そうでない社会よりも道徳的に高く評価され
る」という相対的で非二値的な尺度だとする。
ある近似を大惨事と評価できるのは、原理の充
足の程度に還元されない価値評価尺度を我々が
都度参照するからである。こうした尺度があれ
ば、非理想的社会に対する比較評価は可能にな
る⑹。
　この価値評価尺度は、本書が「包括的理想」
と呼ぶものとは異なる。包括的理想とは、相殺
的逸脱のために参照される高次の理想であり、
個々の理想的原理は包括的理想を特定したもの
として理解される(p. 301)。だが、これはあく
までより抽象的に理想を示すものであり非二値
的な評価を可能にはしない。じっさい包括的理
想が持ち出されるのは、それによって第二の理
想が特定され、第二の理想的要求を満たすこと
が第一の理想からの逸脱による価値の欠損を

「完全に相殺する」場合である(p. 302)。
　原理と価値尺度を区別するとはいえ、価値尺
度において最高の評価は原理を十全に満たす社
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会に与えられるはずである⑺。その意味で評価
尺度は原理と適切に関係していなければならな
い⑻。だが、非理想的社会に対する価値尺度は
直観的に得られるため、理想的原理の充足によ
り実現される価値に関する尺度とはそもそも別
の尺度である、という反論があるかもしれない。
しかし、本書も指摘するように「直観的に堅固
な『より公正だ』という単なる比較判断は存在
するが、それらの多くは前-理論的な」もので
ある(p. 265)。前-理論的判断に基づく比較評価
によっては、特定の近似や逸脱が正義理論の観

4 4 4 4 4 4

点から
4 4 4

価値を向上あるいは悪化させているとは
言えない。確かに正義理論が直観的判断の集積
によって構想される可能性はあるが、そのこと
は任意の直観的判断が正しい比較評価を導くこ
とを全く保証しない。
　本書が理想の実践的価値を軽視していないか、
というのが本論の懸念であった。だが、価値評
価尺度に実践的価値があるのならば、結局(そ
れと区別される)理想的原理の理解に実践的価
値はないのではないか、という批判はありうる。
しかし、原理によって説明されない価値評価尺

度の正当化がいかにして可能だろうか。原理を
欠いた価値尺度は盲信的な教条となる危険があ
るばかりか、その価値がいかなる要求を満たす
ことによって実現されるかを論証しないため、
人間社会にとって真に不可能な制度や行為を高
く評価する可能性を排除できない。価値評価尺
度において最善の社会的編成が(見込みはなく
とも)可能であることは理想的原理を通じて示
される。このように考えるとき、理想的原理の
理解には間接的だが重要な実践的価値をあるの
ではないか。

Ⅲ．結語
　理想を描くことを拒む現実主義に対する批判
が特別目新しいわけではない。丸山眞男[1995]
は「現実的たれ」という命令が現実の一側面だ
けを強調する危険性を現実主義の「陥穽」と呼
び指摘した。だが、本書は陥穽を警告する以上
に理想に対する批判を丁寧に退けている点で特
徴的である。上に見た懸念はあるものの、本書
は概して説得的であり、今後のメタ政治哲学に
おける重要な礎となるであろう。

註

 1．特に断りがなくページ数のみ表記しているものは、Estlund [2020]からの引用である。

 2．AとBのなすべき行為が同じとは限らない。「『AがXを、BがY(≠X)をする』ということがあるべきだ」と

いう複数形要求はあり得る。外科手術の場面を思い浮かべ、Xに「切開」、Yに「縫合」を代入してみてほし

い(p. 211)。この複数形要求が真でも、BがYしないなら、AはXすべきとは言えない。

 3．誤解のないように言うと、ほとんどの理想理論の支持者は理想理論だけが必要だとは主張せず、非理想理

論も重要だと考えている。

 4．⑶を放棄するならば、非二値的な評価を断念することになり、やはり近似の誤謬は成立しない。以下では

別の道を探る。

 5．価値尺度と原理を区別する議論はWiens [2015]にも見られる。

 6．本書の中では、「理論」(theory)と呼ばれるものが「それによって、ある状況を他より公正であるとするこ

とが可能になるような説明であり、全てではなくとも多くの事例の序列づけを伴う」と手短に言及されてい

る(p. 266)。この「理論」が本論における価値評価尺度に匹敵するものならば、ここでの提案は本書の立場
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とそれほど大きく隔たらないとも言える。だが「理論」と原理の関係や、序列を伴う根拠についての本書の

論証は不十分であり、それこそが本論の問題視する点である。

 7．原理を十全に満たす社会には最高の価値評価が与えられる、とは言っていないことに注意されたい。

 8．原理と尺度の適切な関係性の内実についての問いは本論の範疇を超えるため、ここでは追求しない。適切

な関係性の設定という新たな問題系が、原理/尺度の区別により浮かび上がるという点が重要である。ただ

し、評価を左右する変数と原理の要求事項の範疇の適合性などが適切な関係性の候補として考えられる。
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